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処分の概要 景観重要建造物の原状回復命令 

法 令 名 

根 拠 条 項 
景観法 第23条 

法 令 番 号 平成16年法律第110号 

【基準】 

 法第23条及び長門市景観条例第25条の規定による。 

（現状変更の規制） 

第22条 何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移

転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはな

らない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災

害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

3 景観行政団体の長は、第1項の許可の申請があった場合において、当該景観重要建造物の良

好な景観の保全のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

（原状回復命令等） 

第23条 景観行政団体の長は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可

に付された条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該景

観重要建造物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要建

造物の良好な景観を保全するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復

が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができ

る。 

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回

復等」という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者

を確知することができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状

回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限まで

に当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任した

者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。 

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。  

 

長門市景観条例 

(原状回復命令等の手続) 

第25条 市長は、法第23条第1項又は法第32条第1項に規定する景観重要建造物等の原状回復を

命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、

審査会の意見を聴かなければならない。 

備考  
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